
   柏市浄水器等設置補助金交付要綱  

 

                  制定  令和６年１０月１日  

                  施行  令和６年１０月１日  

 

 （目的）  

第１条  この要綱は ，市内の地下水汚染が生じた井戸を飲用に使用

す る 者 に 対 し ， 柏 市 浄 水 器 等 設 置 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い

う。）を交 付する ことにより ，飲用 水の安全性 の向上 を図り， も

って地下水汚染対策の推進に資することを目的とする。  

２  補助金の交付に関しては，柏市補助金等交付規則（昭和６０年

柏市規則第 ２９号 。以下「規 則」と いう。）そ の他法 令等に定め

るもののほか，この要綱の定めるところによる。  

 （定義）  

第２条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の 意味は，それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

 (1) 地下水汚染  市内の飲用水として使用している井戸の水質に

つい て， 別 表第 １ に基 づき 検 査し た 結果 ，各 項 目が そ の基 準 値

また は暫 定 指針 値 （以 下「 基 準値 等 」と いう 。 ）を 超 過し て 検

出されることをいう。  

 (2) 飲用水  日常生活 において炊事のために利用し，又は 飲み水

として使用する水 をいう。  

(3) 住宅等  市内の 居宅または事業所として使用している 建築物

のことをいう。  

 (4) 浄水器  次に掲げる要件 を満たすものをいう。  

ア  地 下 水 汚 染 が 確 認 さ れ て い る 飲 用 水 を 供 給 す る 給 水 管 に

接続できること。  

イ  Ｊ Ｉ Ｓ 規 格 ま た は 浄 水 器 協 会 で 定 め ら れ た 規 格 基 準 を 基

に性能評価されている 又はＮＳＦ認証を得ていること。  

ウ  性能の保証期間が１年以上であること。  

 (5) ウォーターサ ーバー  交換式のタンクから飲用水を供給する  

  機器   

 (6) 補助対象設備  第５号及び第６号に規定する浄水器及びウォ



ーターサーバーをいう。  

（対象者）  

第３条  補助金の交付を受けることができる者は，次の各号に掲げ

る要件に該当する者をいう。  

 (1) 補助金の実績報告を行う日において，補助対象設備を設置し

た住 宅等 に 居住 又 は住 宅等 を 有し 若 しく は借 り 受け 又 は事 業 を

実施していること。  

 (2) 補助対象設備として 浄水器を設置する住宅等を第三者が所有

して いる 場 合は ， 全て の所 有 者又 は 共有 者か ら 浄水 器 の設 置 に

ついての同意を得ていること。  

 (3) 本市の市税を滞納していないこと。  

 (4) 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６

４４ 条の 規 定に よ る清 算の 開 始又 は 破産 法（ 平 成１ ６ 年法 律 第

７５ 号） 第 １８ 条 第１ 項若 し くは 第 １９ 条第 １ 項の 規 定に よ る

破産 手続 開 始の 申 立て がな さ れて い る者 でな い こと （ 住宅 等 に

て事業を実施している者に限る。） 。  

 (5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に

よる 更生 手 続開 始 の申 立て 又 は民 事 再生 法（ 平 成１ １ 年法 律 第

２２ ５号 ） 第２ １ 条の 規定 に よる 再 生手 続開 始 の申 立 てが な さ

れて いる 者 でな い こと （住 宅 等に て 事 業 を実 施 して い る者 に 限

る。）。  

 (6) 次のいずれかに該当する事業を行っていない者であること。  

  ア  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年 法 律 第７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第３ 号 に 規 定 す る 暴力 団 若 し く は 同

条 第 ６ 号に 規 定 す る 暴 力 団員 又 は 警 察 当 局 から 排 除 要 請 の あ

る者が運営に関与していると認られる事業  

  イ  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

２ ３ 年 法律 第 １ ２ ２ 号 ） に規 定 す る 風 俗 営 業又 は 性 風 俗 関 連

特殊営業及びそれらに類似する事業  

  ウ  宗教活動又は政治活動を目的とすると認められる事業  

  エ  公序良俗に反する等その他市長が不適当と認める事業  

 （補助対象経費及び補助金の額 ）  

第４条  補助金の交付対象となる 経費及び補助金の額 は，別表第２



のとおりとする。  

 （申請添付書類）  

第５条  規則第２条第３項に規定する市長が別に定める書類は，次

に掲げるものとする。  

 (1) 補助対象経費の内訳が記載された見積書等の写し  

 (2) 本市の市税の 納税証明書又は非課税証明書（本市の市税の納

税状 況の 情 報に つ いて 市が 公 簿で 確 認す るこ と に同 意 しな い 場

合に限る。）  

 (3) 法人にあっては，登記事項証明書  

 (4) 全ての所有者の同意を証する書面（ 補助対象設備として浄水

器を 設置 す る場 合 であ って ， 住宅 等 を第 三者 が 所有 し てい る 場

合に限る。）  

 (5) 地 下 水 汚 染 が あ る こ と を 証 す る 次 の い ず れ か の 書 類 の 写 し

（交 付申 請日 よ り １年 以内 に採 水 し た試 料に 係る も の に限 る。 ）  

  ア  計量証明書（計量法（平成４年法律第５１号）第１２２条

第 １ 項 の規 定 に よ り 登 録 され た 計 量 士 の う ち濃 度 に 係 る 計 量

仕 業 （ 以 下 「 環 境 計 量 士 」 と い う 。 ） が 発 行 し た も の に 限

る。）  

  イ  柏市が発行した水質検査結果に関する書類  

 (6) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類（カタログ又は仕

様書等）  

 (7) 処理能力等が確認できる書類（補助対象設備が浄水器の場合

に限る。）  

 (8) 補助対象設備の 設置位置が確認できる工事着工前の現況写真  

 (9) その他市長 が必要と認める書類  

２  市長は，前項の添付書類の全部又は一部を省略することがある。  

 （申請書提出期限）  

第６条  申請書の提出期限は１月３１日（同日が閉庁日の場合は，

その直前の開庁日）とする。  

 （標準処理期間）  

第７条  申請書の提出から補助金の交付の可否に決定するまでに要

する標準的な期間は，３０日とする。  

 （実績報告書添付書類）  



第８条  規則第１２条に規定する市長が別に定める書類は，次に掲

げるものとする。  

 (1) 住民票の写し（住民基本台帳の情報について市が公簿で確認

することに同意しない場合に限る。）  

 (2) 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類  

 (3) 補助対象設備の 設置の状況が確認できる写真  

 (4) 補助対象経費の支払いを証する書類・内訳書の写し  

 (5) 補助対象設備の賃貸借契約書の写し（補助対象設備を賃借す

る場合に限る。）  

 (6) その他市長が 必要と認める書類  

 （実績報告書提出期限）  

第９条  実績報告書の提出期限は， ３月１４日（同日が閉庁日の場

合は，その直前の開庁日）とする。  

 （処分の制限）  

第１０条  補助対象設備は，規則１７条に規定する市長の承認を受

けないで， 補助金 交付の目的 に反し て使用し， 譲渡し ，交換し，

貸し付け， 又は担 保に供して はなら ない。ただ し，設 置した日か

ら起算して５年を経過した場合は，この限りでない。  

（補助金の決定等の取消等）  

第 １ １ 条  市 長 は ， 補 助 決 定 者 等 が 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 補  

助金の交付 の決定 を受けたと 認めら れるときは ，補助 金の交付の  

決定を取り消すことができる。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し た と

き は ， そ の 理 由 を 付 し ， そ の 旨 を 補 助 決 定 者 等 に 通 知 す る も の  

とする。   

３  市 長 は ， 第 １ 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し た  

場合におい て ，既 に補助金が 交付さ れていると きは ， 期限を定め  

て，その返還を命ずるものとする。  

（補助金の再交付申請）   

第 １ ２ 条  第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 設 備 に お い て 補 助 金 の 再 交 付 申 請

をしようと する者 は ，交付の 決定を 受けた日か ら５年 を経過した

後でなければ，補助金の交付申請をすることができない。  

 （補則）  



第１３条  この要綱の定めるもののほか必要な事項は，市長が別に

定める。  

 

   附  則  

 この要綱は，令和６年１０月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，令和６年１２月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，令和７年５月８日から施行する。  

  



別表第１（第２条第１ 項第１号）  

項目  分析方法  基準値（暫定指針値）  

ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ  

「 水 質 汚 濁 に

係 る 人 の 健 康

の 保 護 に 関 す

る 環 境 基 準 等

の 施 行 等 に つ

いて」（令和 2

年 5 月 28 日環

水 大 水 発 第

2005281 号・環

水 大 土 発 第

2005282 号 ）

付表 1 に定める

方 法 ， 又 は 水

質 管 理 目 標 設

定 項 目 の 検 査

方 法  （ 平 成 15

年 10 月 10 日付

け 健 水 発 第

1010001 号）に

定める方法  

50ng/L 

一般細菌  水質基準に関す

る省令の規定に

基づき厚生労働

大臣が定める方

法（平成 15 年

厚生労働省  告

示第 261 号）  

100 個 /mL 

大腸菌  検出されないこと  

カドミウム及びその化合物  0.003mg/L 

水銀及びその化合物  0.0005mg/L 

セレン及びその化合物  0.01mg/L 

鉛及びその化合物  0.01mg/L 

ヒ素及びその化合物  0.01mg/L 

六価クロム化合物  0.02mg/L 

亜硝酸態窒素  0.04mg/L 

シ ア ン 化 合 物 イ オ ン 及 び 塩 0.01mg/L 



化シアン  

硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒

素  
10mg/L 

フッ素及びその化合物  0.8mg/L 

ホウ素及びその化合物  1mg/L 

四塩化炭素  0.002mg/L 

１，４－ジオキサン  0.05mg/L 

シ ス － １ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ

チ レ ン 及 び ト ラ ン ス － １ ，

２－ジクロロエチレン  

0.04mg/L 

ジクロロメタン  0.02mg/L 

テトラクロロエチレン  0.01mg/L 

トリクロロエチレン  0.01mg/L 

ベンゼン  0.01mg/L 

カドミウム  地 下 水 の 水 質

汚 濁 に 係 る 環

境 基 準 に つ い

て の 別 表 に 定

め る 方 法 （ 環

境 庁 告 示 第 １

０号）  

0.003mg/L 

総水銀  0.0005mg/L 

セレン  0.01mg/L 

鉛  0.01mg/L 

ヒ素  0.01mg/L 

六価クロム  0.02mg/L 

全シアン  検出されないこと  

硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒

素  
10mg/L 

ふっ素  0.8mg/L 

ほう素  1mg/L 

四塩化炭素  0.002mg/L 

１，４－ジオキサン  0.05mg/L 

１，２－ジクロロエチレン  004mg/L 

ジクロロメタン  0.02mg/L 

 

 

 



別表第２（第４条）  

対象経費  要件  補助率  上限額  

浄 水 器 （ 本 体 及 び

設 置 に 要 す る 費

用）  

住 宅 等 の 敷 地

に 隣 接 す る 道

路 に 配 水 管 が

敷 設 さ れ て い

ない  

対 象 経 費 の ３

分の２  

１５万円  

ウ ォ ー タ ー サ ー バ

ー （ 賃 借 料 及 び 利

用料）  

住 宅 等 の 敷 地

に 隣 接 す る 道

路 に 配 水 管 が

敷 設 さ れ て い

る が ， 敷 地 内

に 給 水 管 を 引

き 込 ん で い な

い  

対 象 経 費 の ３

分の２  

月 額 ５ 千 円 （ 最 大

６ヶ月）  

浄 水 器 （ 賃 借 料 及

び利用料）  

備考  

１  補助額は対象経費に補助率を乗じて得た額とし，その額に１，

０００円未 満の端 数があると きは， その端数金 額を切 り捨てるも

のとする。  

２  補助対象経費の算出に当たっては，消費税及び 地方消費税に相

当する額を 控除す るものとし ，補助 対象経費に 国その 他の団体か

らの補助金 を充当 する場合に あって は，更に当 該補助 金の額を控

除した額とする。  

３  補助対象設備は，住宅等につき１基とする。ただし， 一つの住

宅等において２世帯同居している場合は，この限りでない 。  


